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業務の適正を確保するための体制
　当社は、会社法第362条第５項に従い、取締役会において、業務の適正を確保するための体制の基
本方針を次のとおり定めております。

⑴ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、持株会社として当企業集団全体の法令等遵守の基本方針や行動基準等を明確にするた
め、コンプライアンス体制に関する規定（コンプライアンスマニュアル）と当企業集団の取締
役及び使用人の行動規範として「WDBG行動規範」を定め、法令遵守がすべての企業活動の
基本であることを徹底する。

② コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス研修や委員会活動を通じ
て、コンプライアンス体制の構築及び運用の推進を図る。

③ 使用人等は、社内通報制度に基づき、当企業集団の事業活動に法令違反の疑義のある行為や当
企業集団に損害を及ぼすような事実を発見した場合、コンプライアンス相談窓口に通報する。

④ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、リスク
管理規程及び対応マニュアル（コンプライアンスマニュアル・反社会的勢力対応マニュアル）
の整備、外部専門機関との連携を図り、取引の防止に努める。

⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社取締役会規程及び社内規程等に従い適
切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各種規程等の見直し等を行
うものとする。

② 取締役又は監査等委員からの閲覧要請があった場合、当該情報を閲覧できる体制を敷く。

⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は取締役会がリスク管理に関する統制方針、体制に関する重要事項に関する審議を行い、
リスク管理規程を定める。取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、コンプライアン
ス・リスク管理委員会においてリスク管理体制の構築及び運用の推進を図る。

② 不測の事態が発生した場合、リスク管理規程に従い迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、
最小限にとどめる体制を整備する。

⑷ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、毎月開催の定例取締
役会の他、必要に応じて臨時に招集、開催し、取締役間の意思疎通と取締役相互の職務執行を
監督することにより、迅速で適切な意思決定を行う。

② 組織規程、職務権限規程、稟議規程により、取締役の担当する業務執行、チェック機能を明確
にすることで、適正かつ効率的な意思決定を行える体制を整備する。

⑸ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の取締役等の職務の執行に係る事項については、毎月開催の取締役会又は子会社会議あ
るいは当社業務執行取締役、全子会社の取締役、執行役員、支店責任者等が出席する会議を開
催し、重要事項の審議、決定、報告を行う。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社が設置するコンプライアンス・リスク管理委員会は、子会社の業務について、取締役会の
決議事項及びリスク管理規程に基づき、リスク管理体制の構築及び運用の推進を図る。

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、持株会社として子会社がその事業特性に応じた効率的な事業運営が行われるよう、経
営管理、統括を行う。
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④ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の業務執行の適正については、関係会社管理規程に従い管理し、内部監査室が内部監査
規程等に準じ、監査等を行う。子会社の取締役及び使用人は、社内通報制度に基づき、子会社
の事業活動に法令違反の疑義のある行為や企業集団に損害を及ぼすような事実を発見した場
合、コンプライアンス相談窓口に通報する。

⑹ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置
するものとし、詳細については監査等委員会と相談し、その意見を十分考慮する。

⑺ ６項の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
　監査等委員会の職務を補助すべき使用人として指名された者は、監査業務を補助するにあたり
監査等委員会から命令を受けた事項について、取締役の指揮・命令を受けない。

⑻ 監査等委員会の６項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要
とし、当該使用人の配置と人事上の独立性に関して十分な配慮を行う。

⑼ 監査等委員会への報告に関する体制
イ取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
取締役及び使用人は、職務を遂行するにあたり、重要と認められる事象が生じた場合には、監査
等委員会に対し当該事象を速やかに報告しなければならず、監査等委員会の要請があれば必要な
報告及び情報提供を行うとともに、必要に応じて監査等委員会からのヒアリングに応じる。監査
等委員会に対し、内部監査室から内部監査に関する報告を行う。

ロ子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告する
ための体制
子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、職務を遂行するにあたり、重
要と認められる事象が生じた場合には、監査等委員会に対し、当該事象を速やかに報告しなけれ
ばならず、監査等委員会の要請があれば必要な報告及び情報提供を行うとともに、必要に応じて
監査等委員会からのヒアリングに応じる。

⑽ ９項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
　９項の報告をしたことを理由として、当社及び子会社は、当該報告者に対し、不利な取扱いを
しない。

⑾ 監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生じる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員が当社に対し、その職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続等の請
求を行った場合、当社がその請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でな
いことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じる。

⑿ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会による監査やその他ヒアリング等の監査
業務に協力する。監査等委員が毎月開催される取締役会・子会社会議等に出席し、取締役・執行
役員等の業務報告や経営意思決定の審議過程を確認し、必要によっては意見を述べるとともに、
監査法人及び内部監査室と緊密な連携を保つことができる体制を確保することにより、監査の実
効性を確保する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、上記に掲げた業務の適正を確保する体制を整備しておりますが、当事業年度（2022年
４月１日から2023年３月31日まで）における運用状況の概要は下記のとおりとなっております。
①取締役会の開催状況ですが、当事業年度では14回開催しております。当社の取締役会は、社外取
締役を含む８名で構成されており、各種法令、定款、及び各規程に基づき、取締役会での意思決定
が必要である事項について審議するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。各議案に
つきましては、当社と利害関係の無い社外取締役からも活発なご意見を頂いており、取締役会の実
効性は確保されております。

②当社及び子会社から成る企業集団における主な会議の開催状況ですが、子会社の全取締役が参加す
る子会社会議については原則毎月開催し、業績や財政状態に影響を及ぼす重要事項の審議、決定、
報告を行う他、リスク回避のための施策等について、審議、決定、報告を行い、職務の執行の適正
性、実効性を確保しております。

③監査等委員会の開催状況ですが、当事業年度では12回開催しております。当社の監査等委員会
は、社外取締役を含む３名で構成されており、取締役会への参加を通して、取締役の職務の執行を
厳正に監督しております。また、監査等委員は、監査等委員会にて定めた監査計画に基づき監査を
行い、内部監査室と原則毎月、意見・情報交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に会議をも
ち、意見・情報交換を行っております。

④内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社及び子会社から成る企業集団の業務執行の内部監査な
らびに、内部統制監査を実施しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2022年 4 月 1 日から

2023年 3 月31日まで）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,000,000 669,833 24,505,499 △1,018,690 25,156,642
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △996,825 △996,825
親会社株主に帰属する当期純利益 3,540,641 3,540,641
連結子会社の増資による持分の増減 △6,142 △6,142
組 織 再 編 に よ る 増 減 47,108 47,108
自 己 株 式 の 取 得 △258,499 △258,499
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額)

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 40,965 2,543,815 △258,499 2,326,281
2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,000,000 710,799 27,049,315 △1,277,189 27,482,924

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主

持分 純資産合計その他
有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 15,693 24,654 △83,870 △43,522 683,307 25,796,427
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △996,825
親会社株主に帰属する当期純利益 3,540,641
連結子会社の増資による持分の増減 △6,142
組 織 再 編 に よ る 増 減 47,108
自 己 株 式 の 取 得 △258,499
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額) 12,284 68,117 87,593 167,994 173,259 341,254

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 12,284 68,117 87,593 167,994 173,259 2,667,535
2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 27,977 92,771 3,722 124,472 856,566 28,463,963

（単位：千円）

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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建物及び構築物 ３～50年
機械装置及び車両運搬具 ２～10年
工具器具備品 ２～20年

連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１. 連結の範囲に関する事項

⑴ 連結子会社の数　　 16社
　すべての子会社を連結の範囲に含めております。

⑵ 主要な連結子会社の名称
ＷＤＢ株式会社、ＷＤＢ工学株式会社、ＷＤＢココ株式会社、WDB臨床研究株式会社、
Oy Medfiles Ltd. 、株式会社コーブリッジ、DZS Clinical Services, Inc. 、ネゾット株
式会社

　なお、当連結会計年度において、連結子会社であるＷＤＢ臨床研究株式会社の全株式
を、同じく連結子会社であるＷＤＢココ株式会社に譲渡しております。

２. 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

３. 会計方針に関する事項
⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算
定）

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によっております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品、原材料
　主として総平均法による原価法によっております。

（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。
　但し、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
　主な耐用年数は次のとおりであります。

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づ
く、定額法によっております。
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③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑶ 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。

⑷ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループは、人材派遣・人材紹介等の人材サービスに加え、医薬品等の開発業務の代
行・支援を行うCROサービスを提供しております。サービスは、主に派遣契約と業務受託
契約に基づいて提供しており、顧客との契約内容によって一定期間にわたり、または一時点
で、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。
　各事業における固有の状況につきましては、以下のとおりであります。

・　人材サービス事業
　人材派遣サービスに関しては、顧客に対して契約期間にわたり人材を派遣し労働を提
供することを履行義務と判断しております。人材派遣サービスは、契約期間内に日常
的、反復的に行われるものであり、顧客との契約を履行するにつれて、顧客は便益を享
受するため、履行義務は一定の期間で充足されると判断し、契約上の派遣単価と提供し
た派遣サービス時間に基づいて収益を認識しております。
　人材紹介サービスに関しては、顧客が求める人材を紹介し、紹介した人材が顧客企業
に入社することを履行義務と判断しております。人材紹介サービスに対する支配は紹介
した人材が顧客企業に入社した時点で移転して履行義務が充足されると判断し、当時点
において契約上の金額で収益を認識しております。

・　CRO事業
　CRO事業のサービスに関しては、契約に含まれる各受託業務を関連性のある一定の
単位に集約したサービスを提供することを履行義務と判断しております。成果物の作成
等を履行義務とするものについては、所定の成果物を納入し検収を受けた時点で契約上
の金額に基づいて収益を認識しております。継続的な業務の提供を履行義務とするもの
については、顧客は業務の進捗に応じて便益を享受するため、履行義務は一定の期間に
わたり充足されると判断し、契約内容に応じて主に提供したサービスの実績に固定単価
を乗じた金額を請求する契約については契約に基づいた固定単価に実際業務数または実
際業務時間を乗じた金額、契約期間にわたって一定の業務を実施する契約については契
約上の金額を契約期間で按分した金額に基づき収益を認識しております。

⑸ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法

ａ. 退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。
ｂ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理額
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に
よる按分額を費用処理しております。
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有形固定資産の減価償却累計額 2,127,678千円

普 通 株 式 20,060,000株

決　議 株式の種類 配 当 金 の
総 額 ( 千 円 )

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基準日 効 力

発 生 日
2022年６月23日
定時株主総会 普通株式 592,174 30.00 2022年

３月31日
2022年

６月24日
2022年11月11日
取締役会 普通株式 404,651 20.50 2022年

９月30日
2022年

12月２日

① 配当金の総額 608,810千円
② １株当たり配当額 31.0円
③ 基準日 2023年３月31日
④ 効力発生日 2023年６月23日

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５
年）による按分額をそれぞれ発生した連結会計年度から費用処理しております。

②のれんの償却に関する事項
　のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

（連結貸借対照表に関する注記）

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 当連結会計年度末の発行済株式に関する事項

２. 配当に関する事項
⑴ 配当金支払額

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるも
の

　2023年６月22日開催の第38期定時株主総会の議案として、次のとおり提案しておりま
す。

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（金融商品に関する注記）
１. 金融商品の状況に関する事項

⑴ 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しており、デリバティブ取
引は利用しておりません。

⑵ 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に
長期保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、敷金及び保
証金は、賃借先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、流動性リスクに晒されております。

⑶ 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理マニュアルに従い、営業債権については、新規取引時に与信
管理を行うと同時に、個別の取引毎で支払条件等の確認を行っております。

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
　当社は、投資有価証券について、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しておりま
す。
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連結貸借対照表
計上額(千円) 時価（千円) 差額（千円）

⑴ 投資有価証券 107,302 107,302 －

⑵ 敷金及び保証金 808,149 808,003 △145

資産計 915,451 915,305 △145

区分 連結貸借対照表
計上額(千円)

非上場株式 1,737

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当社グループは、当社の経営企画部が当社並びに子会社の状況を確認し、日繰りで資金
繰りを行っており、それらを基に資金繰り計画を作成・変更しております。

⑷ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。

⑸ 信用リスクの集中
　当期の連結決算日において、該当事項はありません。

２. 金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの
差額については、以下のとおりであります。

（注）１．現金及び預金、売掛金及び契約資産、買掛金、未払法人税等及び未払消費税等につ
いては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金
融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

３. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 107,302 － － 107,302

資産計 107,302 － － 107,302

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 808,003 － 808,003

資産計 － 808,003 － 808,003

（単位：千円）
顧客との契約から

生じる収益 計

報告
セグメント

人材サービス事業
人材派遣 40,227,925

40,855,532
人材紹介 627,606

ＣＲＯ事業
国内会社 4,562,675

6,746,914
海外会社 2,184,239

報告セグメント計 47,602,446

合計 47,602,446

⑴ 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

⑵ 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

投資有価証券は全て上場株式であり相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発
な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

敷金及び保証金
敷金及び保証金は、主として事業所の賃借先に差し入れているものであります。これらの
時価は、将来の賃借期間を見積り、その期間に対応する国債利回りで割り引いており、レ
ベル2の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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（単位：千円）
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 5,740,461 6,092,636

契約資産 304,876 349,612

契約負債 178,480 160,753

１. １株当たり純資産額 1,405円74銭
２. １株当たり当期純利益 179円75銭

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
⑴ 人材サービス事業

　人材派遣サービスに関する取引の対価は、月次締後、概ね３カ月以内に受領しており、重
要な金融要素は含んでおりません。
　人材紹介サービスに関する取引の対価は、契約条件に従い、履行義務を充足する前に受領
しており、重要な金融要素は含んでおりません。

⑵ CRO事業
　CROサービスに関する取引の対価は、月次締後、概ね４カ月以内に受領しており、重要
な金融要素は含んでおりません。

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込
まれる収益の金額及び時期に関する情報

⑴ 契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、当連結会計年度末時点で履行義務が充足された対価のうち、法的な請求権が
ないものであります。契約資産は法的な請求権を獲得した時点で債権に振り替えられており
ます。これは通常、サービスの提供が完了して請求書を顧客に発行した時点であります。
　契約負債は、サービスの提供に対する前受金に関係するものであり、収益の認識に基づき
取崩されるものであります。
　当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた額は、
177,633千円であります。

⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格は概ね1年以内に収益を認識することを見込んでいるた
め、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
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株主資本等変動計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,000,000 52,525 165,498 218,024

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － －

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,000,000 52,525 165,498 218,024

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金 繰越利益
剰余金

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 197,474 2,350,000 9,467,543 12,015,018 △1,018,690 12,214,352

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △996,825 △996,825 △996,825

当 期 純 利 益 1,669,197 1,669,197 1,669,197

自 己 株 式 の 取 得 △258,499 △258,499

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 672,372 672,372 △258,499 413,872

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 197,474 2,350,000 10,139,916 12,687,390 △1,277,189 12,628,224

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 15,693 15,693 12,230,045

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △996,825

当 期 純 利 益 1,669,197

自 己 株 式 の 取 得 △258,499

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額) 12,284 12,284 12,284

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 12,284 12,284 426,157

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 27,977 27,977 12,656,202

（単位：千円）

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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建物 ３～50年
車両及び運搬具 ５～６年
工具器具備品 ２～20年

関係会社株式 2,176,169千円
投資損失引当金 91,826千円

個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
　移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
　時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によっております。

２. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
　定率法によっております。
　但し、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

３. 引当金の計上基準
⑴ 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑵ 投資損失引当金、貸倒引当金
　関係会社への投資及び貸付金に対する損失に備えるため、投資先の財政状態及び経営成績
等を勘案した必要額を計上しております。

４. 収益及び費用の計上基準
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益
認識に関する注記」に記載のとおりです。

（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に
係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

　市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の
発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は
当事業年度の損失として処理することとしております。
　また、実質価額が著しく低下している状況には至っていないものの、期末における実質価額が
30％以上低下した際には、投資損失引当金を計上しております。
　実質価額は、資産等の時価評価に基づく評価差額、及び超過収益力等を反映した1株当たり純資産
額を基礎として算定しております。
　関係会社株式の評価は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、
予測不能な事態により関係会社の経営環境が悪化した場合、翌事業年度の計算書類において、関係会
社株式又は投資損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 1,193,306千円

短期金銭債権 169,336千円
短期金銭債務 35,249千円
長期金銭債権 92,034千円

営業取引による取引高
営業収益 2,894,516千円
営業費用 497,109千円
営業取引以外の取引高 3,608千円

普通株式 420,949株

（貸借対照表に関する注記）

２. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産
役員退職慰労引当金 156,304千円
ゴルフ会員権 10,045千円
投資損失引当金 28,080千円
資産除去債務 68,979千円
減価償却費 95,577千円
貸倒引当金 8,626千円
子会社株式（会社分割に伴う承継会社株式） 12,723千円
子会社株式評価損 266,042千円
繰越欠損金 70,977千円
その他 13,290千円
繰延税金資産小計 730,648千円
評価性引当額 △730,648千円
繰延税金資産合計 －千円
繰延税金負債
資産除去債務 58,797千円
その他有価証券評価差額金 12,324千円

繰延税金負債合計 71,122千円

法定実効税率 30.58%
(調　整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.21%
住民税均等割額 0.14%
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △38.84%
評価性引当額の増減 8.18%
その他 1.12%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.40%

（税効果会計に関する注記）
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内
訳
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会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科　目 期末残高
(千円)

ＷＤＢ㈱ 所有
直接100 兼任３名 経営支援

営業収益
(注1) 786,810 長期未収入金 81,821

営業費用
（注2） 191,199 未払費用 6,496

資金の返済
（注3） 500,000 － －

利息の支払 833 － －

ネゾット㈱ 所有
直接100 兼任３名 経営支援

営業費用
（注4） 262,810 未払金 28,752

資金の貸付
（注3） 84,922 貸付金 99,022

利息の受取 2,072 未収金 271

ＷＤＢココ㈱ 所有
直接68 兼任１名 －

子会社株式
売却
（注5）

237,000 － －

１. １株当たり純資産額 644円44銭
２. １株当たり当期純利益 84円74銭

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 営業収益については、経営の管理指導等を行うために一定の合理的な基準に基づき決定しておりま
す。

2. 営業費用である出向料については、出向者の人件費相当額を基礎として、業務内容を勘案し、当事
者間の合意により決定しております。

3. 資金の貸付および借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
4. 営業費用である外注費については、業務内容を勘案し、当事者間の合意により決定しております。
5. 当社の連結子会社であるＷＤＢ臨床研究㈱の株式を当社の連結子会社であるＷＤＢココ㈱へ売却し
たものであり、取引価格は、第三者機関による株価算定の結果を踏まえ、決定しております。

（収益認識に関する注記）
　純粋持株会社の当社の主な収益は、子会社からの経営管理サービスの報酬、WDBブランドの使用
料及び受取配当金であります。
　経営管理サービスの報酬については、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することを履行
義務と判断しております。経営管理サービスは、契約期間内に日常的、反復的に行われるものであ
り、契約を履行するにつれて、子会社は便益を享受するため、履行義務は一定の期間で充足されると
判断し、契約上の金額を契約期間に按分し収益を認識しております。
　WDBブランドの使用料に関しては、子会社に対して上場会社の信用力を提供することを履行義務
と判断しております。WDBブランドの使用は、契約期間内に日常的、反復的に行われるものであ
り、契約を履行するにつれて、子会社は便益を享受するため、履行義務は一定の期間で充足されると
判断し、契約上の金額を契約期間に按分し収益を認識しております。
　これらの取引の対価は、月次締後、1カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりませ
ん。
　受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。

（１株当たり情報に関する注記）
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